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見守りポイント 対 処 方 法

◆取り下げ期日が迫っている、と不安にさせられます。

和歌山県内でもハガキに書かれている番号に

電話した人が、高額なお金をだまし取られたという

被害が発生しています。

個人情報保護シールを貼ったハガキもありますが、

電話をしないようにしましょう。◎ハガキが届いて不安になっている人には、

ハガキに書かれている番号には電話せず、

無視するよう伝えてください。

◎このようなハガキは、50歳以上の女性に

送られてくることがほとんどでしたが、最近は

性別・年齢に関係なく送られています。

家族や友人など、見守りの対象を広げて

ください。

◆不安な場合は消費生活センターや、お住まいの

市町村役場の消費生活相談窓口ご相談ください。

和歌山県消費生活センター 和歌山県消費生活センター紀南支所
〒６４０－８３１９ 〒６４６－００２７
和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８F 田辺市朝日ヶ丘２３番１号 県西牟婁総合庁舎内

０７３－４３３－１５５１ ０７３９－２４－０９９９

平・日 ９：００～１７：００ 平・日 ９：００～１７：００

土・日 １０：００～１６：００（電話相談のみ） （土・日・祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

※消費者ホットライン☎１８８ でもお近くの相談窓口につながります。

「毎週火曜日 駅前多目的広場へ専門相談員が相談に応じています。

13 時～16 時まで（電話相談も可） TEL：63-4123 ] 祝日等の場合は翌日になります。
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